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議案の提出について 

 

 

 下記の議案を、別紙のとおり地方自治法第 112 条及び会議規則第 14 条の規定により提

出します。 

 

 

記 

 

 

市議案第２号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に

ついて 

  

写 

 



議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和31年条例第11号）の一部を次

のように改正する。 

附則に次の１項を加える。 

７ 令和２年６月１日から令和３年３月31日までの間、議員報酬月額は、第２条中「660,000

円」とあるのは「594,000円」と、「630,000円」とあるのは「567,000円」と、「600,000

円」とあるのは「540,000円」と読み替えて同条の規定を適用する。 

附 則 

この条例は、令和２年６月１日から施行する。 

  



理     由 

 

今般、新型コロナウイルス感染拡大に対し、市民の安心安全のため、消毒液やマスクの

供給などの財源に寄与するため報酬を削減するものである。 


